
18　

▼
申
請
額　

20
万
円
（
１
団
体
あ

た
り
上
限
）

※
申
請
後
に
審
査
し
ま
す
。

▼
事
業
期
間　

４
月
１
日
〜
平
成

25
年
３
月
31
日

▼
申
込
期
限　

６
月
15
日
（
金
）

※
４
月
か
ら
６
月
末
に
か
け
て
実

　

施
予
定
の
事
業
に
つ
い
て
は
３

　

月
31
日
（
土
）
ま
で
提
出
し
て

　

く
だ
さ
い
。

▼
そ
の
他　

渡
航
費
の
み
の
申
請

や
対
象
が
会
員
の
み
な
ど
波
及
効

果
が
低
い
事
業
と
判
断
す
る
経
費

は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

※
対
象
団
体
や
対
象
と
な
る
事
業

　

な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

　

せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

財
団
法
人
山
形

県
国
際
交
流
協
会
（
☎
０
２
３

－

６
４
７

－
２
５
６
０
）

　

県
内
へ
の
就
職
促
進
の
た
め
の

教
育
ロ
ー
ン
で
す
。
卒
業
後
、
県

内
に
就
職
･
就
業
し
た
場
合
は
、

そ
れ
以
降
の
利
子
に
対
し
て
、
元

金
２
０
０
万
円
を
限
度
に
教
育
基

金
協
会
か
ら
年
１
・
０
㌫
の
利
子

補
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
使
途　

高
校
、短
大
、大
学
、
各

　

Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
で
は
、
４
月
中

に
順
次
新
し
い
山
形
県
版
の
電
話

帳
を
各
家
庭
や
事
業
所
へ
お
届
け

し
ま
す
。
現
在
お
使
い
の
電
話
帳

は
、
お
と
ど
け
の
際
に
回
収
し
ま

す
の
で
配
達
員
へ
お
渡
し
く
だ
さ

い
。

　

回
収
し
た
電
話
帳
は
、
地
球
環

境
保
護
や
資
源
の
有
効
活
用
の
た

め
、
新
し
い
電
話
帳
の
原
材
料
と

な
り
ま
す
。

　

な
お
、
不
在
等
で
配
達
員
に
電

話
帳
を
渡
せ
な
か
っ
た
場
合
は
、

「
タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
セ
ン
タ
」
ま
で

ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
、
後
日
回

収
に
伺
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
セ
ン
タ
（
フ
リ

ー
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
１
２
０

－

５
０

６

－

３
０
９
）

※
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　

財
団
法
人
山
形
県
国
際
交
流
協

会
で
は
、
県
内
の
民
間
団
体
が
行

う
地
域
の
国
際
化
を
推
進
す
る
国

際
交
流
事
業
に
対
し
助
成
を
行
っ

て
い
ま
す
。

種
専
門
学
校
等
の
学
資
金
、
住
居

・
生
活
資
金
な
ど

▼
融
資
限
度
額

　

最
高
１
０
０
０
万
円

▼
融
資
金
利（
固
定
金
利
・
保
証
料
別
）

　

年
２
・
20
㌫
〜
２
・
85
㌫

※
在
学
期
間
中
の
返
済
額
を
軽
減

　

す
る
「
仕
送
り
サ
ポ
ー
ト
返
済
」

　

を
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。
在

　

学
期
間
中
（
最
長
６
年
間
）
は

　

特
別
金
利
（
年
１
・
３
㌫
）
と

　

最
小
限
の
返
済
額
で
返
済
す
る

　

プ
ラ
ン
で
す
。

※
４
月
末
ま
で
申
し
込
み
を
受
け

　

付
け
、
５
月
末
ま
で
実
行
す
る

　

融
資
が
対
象
で
す
。

▼
返
済
期
間　

最
長
10
年

※
特
約
期
間
（
在
学
期
間
中
の
う

　

ち
、
最
長
６
年
間
）
の
返
済
期

　

間
を
含
み
ま
す
。

▼
保
証
料　

年
０
・
５
㌫
（
３
月

末
ま
で
）

※
４
月
以
降
の
保
証
料
率
は
労
働

　

金
庫
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

　

い
。

■
申
込
・
問
い
合
わ
せ

山
形
県
教
育
基
金
協
会
（
☎
０
２

３

－

６
３
５

－

０
１
０
１
）

東
北
労
働
金
庫
長
井
支
店
（
☎
84

－

１
１
０
０
）
産
業
振
興
課
商
工

振
興
係
（
☎
85

－

６
１
３
６
）

３/12（月）～
　　３/19（月）

▼入居申し込みの流れ

▼入居者の資格（次の①～④のすべてに該当するかた）
　①子を持つ夫婦世帯で、お子さんが現在小学校就学前であること
　　（１人以上）。
　②公営住宅法で定める基準に準じ、世帯の月額所得の合計が313,000
　　円を超えないこと。
　③自ら居住するために住宅を必要としていること。
　④市町村民税を滞納していないこと。
▼期限付入居
　一番下のお子さんが小学校を卒業する年の３月31日まで入居できます。
■申込・問い合わせ　建設水道課管理係（☎85－6140）

■家賃　２ＬＤＫ  78㎡（１戸）
　２子までを扶養するかた  35,000円
　３子以上を扶養するかた  30,000円

①募集期間 ②入居者の決定 ③入居可能日

▼募集戸数
　町内のかた１戸

▼所在地　鮎貝仮換地25街区（子育て支援住宅５号）




